
令和5年4月5日

各入札業者　様
伊 賀 農 林 事 務 所 長
伊 賀 建 設 事 務 所 長

令和5年4月5日以降適用

ランク 総合点 添付書類 添付書類

５００万円未満

５００万円以上
１，０００万円未満

１，０００万円以上
２，０００万円未満

２，０００万円以上
２，５００万円未満

Ｂ・Ｃランク

２，５００万円以上
３，０００万円未満

Ｂランク

３，０００万円以上
５，０００万円未満

５，０００万円以上
７，０００万円未満

７，０００万円以上
１億５，０００万円

未満
Ａランク

伊賀建設事務所管内に本店及び建設業法
上の主たる営業所を有する者。

三重県内に本店及び建設業法上の主たる
営業所を有する者。

１,０００点以
上

単独又は共同企業体の構成員（出資比率が20%以上のものに限りま
す。以下同じ。）である元請として、平成２０年度以降に完成し、
かつ、引渡しが済んでいる本工事と同種工事の施工実績を資料提出
日において有すること。
なお、「本工事と同種工事」とは、公共機関等（＊１）発注の契約
金額２，５００万円以上の土木一式工事をいいます。

なし

ただし、入札公告において指定するもの：
　技術者要件に規定する配置予定の
　主任技術者等の資格・施工実績を
　証明する書類

技術者要件に規定する配置予定の主任技術
者等の資格・施工実績を証明する書類

１億５，０００万円
以上３億円未満

Ａランク

公共機関等（＊１）とは、国の機関（国家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第２５条第２項により公示された組織）、地方公共団体（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１条の３に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体）、法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第１に掲げる公共法人又
は国土交通省令で定める法人（建設業法施行規則第１８条に規定する法人）をいいます。

企業要件に規定する工事の施工実績を証明する書類（＊２）とは次の①とする。なお①がない場合は②
①コリンズの竣工時工事カルテの写し又は登録内容確認書の写し（ただし、簡易コリンズ登録の場合は、次の②の書類をあわせて添付する事。）
②完成認定書と契約書の写し（当初分及び全ての変更分）及び仕様書の写し（工事内容が確認できる範囲で可）等の同種工事であることが分かる書類
※予定価格（消費税及び地方消費税を含む）が5,000万円以上で簡易型総合評価方式によらない場合の企業要件及び技術者要件は案件内容に基づき別途設定します。
※難易度の高い維持修繕工事などは、上位ランクによる入札とする場合があります。その場合の地域要件、企業要件、技術者要件は案件内容に基づき別途設定します。

単独又は共同企業体の構成員（出資比率が20%以上のものに限りま
す。以下同じ。）である元請として、平成２０年度以降に完成し、
かつ、引渡しが済んでいる本工事と同種工事の施工実績を資料提出
日において有すること。
なお、「本工事と同種工事」とは、公共機関等（＊１）発注の契約
金額５００万円以上の土木一式工事をいいます。

単独又は共同企業体の構成員（出資比率が20%以上のものに限りま
す。以下同じ。）である元請として、平成２０年度以降に完成し、
かつ、引渡しが済んでいる本工事と同種工事の施工実績を資料提出
日において有すること。
なお、「本工事と同種工事」とは、公共機関等（＊１）発注の契約
金額１,０００万円以上の土木一式工事をいいます。

Ａ・Ｂランク

伊賀建設事務所管内に本店及び建設業法
上の主たる営業所を有する者。

経営事項審査結
果の総合評定値
（対象業種）

単独又は共同企業体の構成員である元請けとして、平成２
０年度以降に完成し、かつ、引渡しが済んでいる本工事と
同種工事の施工実績（「主任技術者又は監理技術者」若し
くは「現場代理人」としての実績）を資料提出日において
有すること。

なお、「本工事と同種工事」とは、公共機関等（＊１）発
注の予定価格5,000万円以上7,000万円未満では契約金額
１，０００万円以上の土木一式工事を、又、予定価格7,000
万円以上では契約金額２，５００万円以上の土木一式工事
をいいます。

また、「主任技術者又は監理技術者」としての実績とは、
対象となる工事の契約日から完成日までの期間において、
完成日を含む２分の１以上の連続した期間に従事した実績
をいいます。

さらに、「現場代理人」としての実績とは、公共機関等
（＊１）発注の本工事と同種工事において、契約日から完
成日までの期間のうち、完成日を含む２分の１以上の連続
した期間に現場代理人（コリンズに登録されていた者に限
る）として従事していた実績をいいます。

技術者要件

工事場所が属する次のエリアに本店及び
建設業法上の主たる営業所を有する者。
 １．伊賀市（旧上野市又は旧島ヶ原
　　 村）
 ２．伊賀市（旧阿山町又は旧伊賀町
　　 又は旧大山田村）
 ３．名張市又は伊賀市（旧青山町）

Ｃランク

―

―

単独又は共同企業体の構成員（出資比率が20%以上のものに限りま
す。以下同じ。）である元請として、平成２０年度以降に完成し、
かつ、引渡しが済んでいる本工事と同種工事の施工実績を資料提出
日において有すること。
なお、「本工事と同種工事」とは、公共機関等（＊１）発注の土木
一式工事をいいます。

企業要件に規定する工事の施工実績を
証明する書類（＊２）

条件なし

ただし、入札公告において指定するものは提出を求めま
す。

企業要件

単独又は共同企業体の構成員（出資比率が20%以上のものに限りま
す。以下同じ。）である元請として、平成２０年度以降に完成し、
かつ、引渡しが済んでいる本工事と同種工事の施工実績を資料提出
日において有すること。
なお、「本工事と同種工事」とは、公共機関等（＊１）発注の契約
金額２５０万円以上の土木一式工事をいいます。

土木一式工事・舗装工事における入札参加資格の運用について

　このことについて、令和5年4月05日から伊賀農林事務所及び伊賀建設事務所における一般競争入札の参加資格を一部修正し、下記のとおりとしましたので、取り扱い方よろしくお願いします。
　なお、本運用は標準的な例を示すものであり、工事の内容等により参加資格を追加、変更する場合がありますので、必ず各案件の掲示文を確認してください。
　本運用は令和5年4月5日以降に掲示する工事から適用します。

　また、土木一式工事、舗装工事については、建設業退職金共済制度に加入していることを入札参加資格要件とします。

１．一般競争入札（土木一式工事）における入札参加資格について

入札参加資格要件　　

予定価格（消費税及び
地方消費税を含む）

地域要件
格付け及び総合点数



令和5年4月5日以降適用

ランク 総合点 添付書類 添付書類

伊賀建設事務所管内に本店及び建設業法
上の主たる営業所を有する者。

Ｂランク ― ―
・左記要件に該当する舗装工事の施工
実績を証明する書類（＊２）

伊賀建設事務所管内に建設業法上の営業
所を有する県内業者。

Ｂランク ― ―

・「専門工事発注（舗装工事）におけ
る業者選定について」に規定のある施
工能力を確認できる資料。
・左記要件に該当する舗装工事の施工
実績を証明する書類（＊２）

伊賀建設事務所管内に本店及び建設業法
上の主たる営業所を有する者。

Ａ・Ｂランク ― ―

・ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞｰ･ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｼｬｰ･ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰ
ﾗｰ･ﾀｲﾔﾛｰﾗｰを所有、又は３年間以上の
リース契約を締結し、保守・管理し常
時使用可能な状態にあることを証明す
る資料。
・左記要件に該当する舗装工事の施工
実績を証明する書類（＊２）

伊賀建設事務所管内に建設業法上の営業
所を有する県内業者。

Ａ・Ｂランク ― ―

・「専門工事発注（舗装工事）におけ
る業者選定について」に規定のある施
工能力を確認できる資料。
・左記要件に該当する舗装工事の施工
実績を証明する書類（＊２）

伊賀建設事務所管内に本店及び建設業法
上の主たる営業所を有する者。

Ａランク ８３０点以上 ―

・ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞｰ･ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｼｬｰ･ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰ
ﾗｰ･ﾀｲﾔﾛｰﾗｰを所有、又は３年間以上の
リース契約を締結し、保守・管理し常
時使用可能な状態にあることを証明す
る資料。
・左記要件に該当する舗装工事の施工
実績を証明する書類（＊２）

伊賀建設事務所管内に建設業法上の営業
所を有する県外業者。

Ａランク １１００点以上 ―

伊賀建設事務所管内に本店及び建設業法
上の主たる営業所を有する者。

Ａランク ８３０点以上 ―

・ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞｰ･ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｼｬｰ･ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰ
ﾗｰ･ﾀｲﾔﾛｰﾗｰを所有、又は３年間以上の
リース契約を締結し、保守・管理し常
時使用可能な状態にあることを証明す
る資料。
・左記要件に該当する舗装工事の施工
実績を証明する書類（＊２）

三重県内に本店及び建設業法上の主たる
営業所を有する県内業者。

Ａランク ９５０点以上 ―

三重県内に建設業法上の営業所を有する
県外業者。

Ａランク １１００点以上 ―

公共機関等（＊１）とは、国の機関（国家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第２５条第２項により公示された組織）、地方公共団体（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１条の３に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体）、法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第１に掲げる公共法人又
は国土交通省令で定める法人（建設業法施行規則第１８条に規定する法人）をいいます。

企業要件に規定する工事の施工実績を証明する書類（＊２）とは次の①とする。なお①がない場合は②
①コリンズの竣工時工事カルテの写し又は登録内容確認書の写し（ただし、簡易コリンズ登録の場合は、次の②の書類をあわせて添付する事。）
②完成認定書と契約書の写し（当初分及び全ての変更分）及び仕様書の写し（工事内容が確認できる範囲で可）等の同種工事であることが分かる書類

［３,０００万円以上］

〈簡易型総合評価方式の場合〉
単独又は共同企業体の構成員（出資比率20%以上のものに限
ります。）である元請けとして、平成２０年度以降に完成
し、かつ、引渡しが済んでいる公共機関等（＊１）発注の
業種「舗装工事」として発注された工事（舗装整備・舗装
修繕等）の施工実績（「主任技術者又は監理技術者」若し
くは「現場代理人」としての実績）を資料提出日において
有すること。
なお、「主任技術者又は監理技術者」としての実績とは、
対象となる工事の契約日から完成日までの期間において、
完成日を含む２分の１以上の連続した期間に従事した実績
をいいます。
また、「現場代理人」としての実績とは、公共機関等（＊
１）発注の業種「舗装工事」として発注された工事（舗装
整備・舗装修繕等）において、契約日から完成日までの期
間のうち、完成日を含む２分の１以上の連続した期間に、
現場代理人（コリンズに登録されていた者に限る）として
従事していた実績をいいます。

〈簡易型総合評価方式以外の場合〉
条件なし
ただし、入札公告において指定するものは提出を求めま
す。

［３,０００万円以上］

〈簡易型総合評価方式の場合〉
〈簡易型総合評価方式以外の場合で入札公
告において指定するもの〉
技術者要件に規定する配置予定の主任技術
者等の資格・施工実績を証明する書類

県内にAsプラント又は県内に施工機械等を保有し施工体制がある県
外業者で、単独又は共同企業体の構成員（出資比率20%以上のもの
に限ります。）である元請として、平成２０年度以降に完成し、か
つ、引渡しが済んでいる本工事と同種工事の施工実績を資料提出日
において有すること。なお、「本工事と同種工事」とは、県内の公
共機関等（＊１）発注の契約金額２,０００万円以上の工事で、業
種「舗装工事」として発注された工事（舗装整備、舗装修繕等）を
いいます。

・「専門工事発注（舗装工事）におけ
る業者選定について」に規定のある施
工能力を確認できる資料。
・左記要件に該当する舗装工事の施工
実績を証明する書類（＊２）

２．一般競争入札（舗装工事）における入札参加資格について

入札参加資格要件

７，０００万円以上
２億円未満

Asプラント又は施工機械等を保有し、単独又は共同企業体の構成員
（出資比率20%以上のものに限ります。）である元請として、平成
２０年度以降に完成し、かつ、引渡が済んでいる本工事と同種工事
の施工実績を資料提出日において有すること。なお、「本工事と同
種工事」とは、公共機関等（＊１）発注の契約金額５００万円以上
の工事で、業種「舗装工事」として発注された工事（舗装整備、舗
装修繕等）をいいます。

県内にAsプラント又は県内に施工機械等を保有し施工体制がある管
外業者で、単独又は共同企業体の構成員（出資比率20%以上のもの
に限ります。）である元請として、平成２０年度以降に完成し、か
つ、引渡しが済んでいる本工事と同種工事の施工実績を資料提出日
において有すること。なお、「本工事と同種工事」とは、公共機関
等（＊１）発注の契約金額２,０００万円以上の工事で、業種「舗
装工事」として発注された工事（舗装整備、舗装修繕等）をいいま
す。

・「専門工事発注（舗装工事）におけ
る業者選定について」に規定のある施
工能力を確認できる資料。
・左記要件に該当する舗装工事の施工
実績を証明する書類（＊２）

県内にAsプラント又は県内に施工機械等を保有し施工体制がある県
外業者で、単独又は共同企業体の構成員（出資比率20%以上のもの
に限ります。）である元請として、平成２０年度以降に完成し、か
つ、引渡しが済んでいる本工事と同種工事の施工実績を資料提出日
において有すること。なお、「本工事と同種工事」とは、県内の公
共機関等（＊１）発注の契約金額２,０００万円以上の工事で、業
種「舗装工事」として発注された工事（舗装整備、舗装修繕等）を
いいます。

伊賀建設事務所管内に建設業法上の営業
所を有する県内業者。

Ａランク ９５０点以上 ―

県内にAsプラント又は県内に施工機械等を保有し施工体制がある県
内業者で、単独又は共同企業体の構成員（出資比率20%以上のもの
に限ります。）である元請として、平成２０年度以降に完成し、か
つ、引渡しが済んでいる本工事と同種工事の施工実績を資料提出日
において有すること。なお、「本工事と同種工事」とは、公共機関
等（＊１）発注の契約金額２,０００万円以上の工事で、業種「舗
装工事」として発注された工事（舗装整備、舗装修繕等）をいいま
す。

　
５００万円未満

単独又は共同企業体の構成員（出資比率20%以上のものに限りま
す。）である元請として、平成２０年度以降に完成し、かつ、引渡
が済んでいる本工事と同種工事の施工実績を資料提出日において有
すること。なお、「本工事と同種工事」とは、公共機関等（＊１）
発注の舗装工事（道路改良工事等に付随する舗装は可）をいいま
す。

［３,０００万円未満］

条件なし

ただし、入札公告において指定するものは提出を求めま
す。

［３,０００万円未満］

〈入札公告において指定するもの〉
技術者要件に規定する配置予定の主任技術
者等の資格・施工実績を証明する書類

県内にAsプラント又は県内に施工機械等を保有し施工体制がある県
内業者で、単独又は共同企業体の構成員（出資比率20%以上のもの
に限ります。）である元請として、平成２０年度以降に完成し、か
つ、引渡しが済んでいる本工事と同種工事の施工実績を資料提出日
において有すること。なお、「本工事と同種工事」とは、公共機関
等（＊１）発注の舗装工事（道路改良工事等に付随する舗装は可）
をいいます。

５００万円以上
２，０００万円未満

Asプラント又は施工機械等を保有し、単独又は共同企業体の構成員
（出資比率20%以上のものに限ります。）である元請として、平成
２０年度以降に完成し、かつ、引渡が済んでいる本工事と同種工事
の施工実績を資料提出日において有すること。なお、「本工事と同
種工事」とは、公共機関等（＊１）発注の契約金額５００万円以上
の工事で、業種「舗装工事」として発注された工事（舗装整備、舗
装修繕等）をいいます。

県内にAsプラント又は県内に施工機械等を保有し施工体制がある県
内業者で、単独又は共同企業体の構成員（出資比率20%以上のもの
に限ります。）である元請として、平成２０年度以降に完成し、か
つ、引渡しが済んでいる本工事と同種工事の施工実績を資料提出日
において有すること。なお、「本工事と同種工事」とは、公共機関
等（＊１）発注の契約金額５００万円以上の工事で、業種「舗装工
事」として発注された工事（舗装整備、舗装修繕等）をいいます。

２，０００万円以上
７，０００万円未満

Asプラント又は施工機械等を保有し、単独又は共同企業体の構成員
（出資比率20%以上のものに限ります。）である元請として、平成
２０年度以降に完成し、かつ、引渡が済んでいる本工事と同種工事
の施工実績を資料提出日において有すること。なお、「本工事と同
種工事」とは、公共機関等（＊１）発注の契約金額５００万円以上
の工事で、業種「舗装工事」として発注された工事（舗装整備、舗
装修繕等）をいいます。

予定価格（消費税及び
地方消費税を含む）

地域要件
格付け及び総合点数 経営事項審査結

果の総合評定値
（対象業種）

企業要件 技術者要件


